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い
つ
か
ら
変
わ
る
の
？

▼
給
与
所
得
者
は
今
年
１
月
分
か
ら
、
年
金
受

　

給
者
は
今
年
２
月
分
か
ら
所
得
税
（
源
泉
徴

収
分
）
が
減
り
、
6
月
分
か
ら
そ
の
分
の
個

　

人
住
民
税
が
増
え
ま
す
。

▼
事
業
所
得
者
は
、
6
月
分
か
ら
住
民
税
が
増

え
、
平
成
20
年
3
月
の
平
成
19
年
分
確
定
申

　

告
か
ら
所
得
税
が
減
り

ど
う
変
わ
る
の
？

※
国
か
ら
地
方
へ
の
税
金
の
移
し
替
え
な
の
で

「
所
得
税
＋
住
民
税
」
の
負
担
は
変
わ
り
ま
せ

ん
。
な
お
、
所
得
税
と
住
民
税
で
は
、
配
偶
者

控
除
な
ど
の
人
的
控
除
に
差
が
あ
る
た
め
、
そ

の
差
を
調
節
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

給与収入 前後区分 所得税額 住民税額 小計 増減額

300万円の場合
税源移譲前 0円 9,000円 9,000円

± 0円
税源移譲後 0円 9,000円 9,000円

500万円の場合
税源移譲前 119,000円 76,000円 195,000円

± 0円
税源移譲後 59,500円 135,500円 195,000円

700万円の場合
税源移譲前 263,000円 196,000円 459,000円

± 0円
税源移譲後 165,500円 293,500円 459,000円

1000万円の場合
税源移譲前 688,000円 442,000円 1,130,000円

± 0円
税源移譲後 590,500円 539,500円 1,130,000円

※ 夫婦＋子ども2人の場合、子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※ 一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※ 住民税は所得割に係わるもので、このほか均等割が課税されます。

給与収入 年度 住民税額 定率減税額 合計

300万円の場合
平成18年度 9,000円　 ▲ 700円　 8,300円

平成19年度 9,000円　 0円 9,000円　

500万円の場合
平成18年度 76,000円 ▲ 5,700円 70,300円　

平成19年度 135,500円 0円 135,500円　

700万円の場合
平成18年度 196,000円　 ▲14,700円 181,300円　

平成19年度 293,500円　 0円 293,500円　

1000万円の場合
平成18年度 442,000円 ▲ 20,000円 422,000円　

平成19年度 539,500円　 0円 539,500円　

税源移譲後の具体例（平成19年度）　　　　　　　　　　　夫婦子ども２人の場合

夫婦＋子ども2人の場合、子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
住民税は所得割に係わるもので、このほか均等割が課税されます。

定率減税廃止の具体例（平成19年度）　　　　　　　　　　夫婦子ども２人の場合

負
担
が
変
わ
ら
な
い
た
め
の

２
つ
の
措
置

1
調
整
控
除

　

住
民
税
と
所
得
税
で
は
、
基
礎
控
除
や
扶
養

控
除
な
ど
の
人
的
控
除
額
に
差
が
あ
り
ま
す
。

　

同
じ
収
入
金
額
で
も
、
住
民
税
の
課
税
所
得

金
額
は
所
得
税
よ
り
多
く
な
り
ま
す
の
で
、
住

民
税
の
税
率
を
10
％
に
引
き
上
げ
た
場
合
、
所

得
税
の
税
率
を
引
き
下
げ
た
だ
け
で
は
、
税
負

担
が
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
個
々
の
納
税
者
の
人
的
控
除
の

状
況
に
応
じ
て
、
住
民
税
を
減
額
す
る
こ
と
で

納
税
者
の
税
負
担
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
措
置

し
て
い
ま
す
。

2
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
所
得
税
に
お
け
る
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
に
よ
る
減
税
額
が
減
っ
て
し
ま

う
場
合
に
は
、
住
民
税
で
減
額
す
る
措
置
が
と

ら
れ
ま
す
。（
平
成
20
年
１
月
以
降
、
申
請
が
必
要
で
す
）

減
税
の
措
置
を
受
け
や
す
く
す
る
た
め
に
、

所
得
税
の
控
除
期
間
を
10
年
と
15
年
の
選
択
制

と
す
る
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

税
源
移
譲
以
外
の
主
な
変
更

景
気
対
策
の
一
環
と
し
て
平
成
11
年
度
か
ら

導
入
さ
れ
て
い
た
定
率
減
税
が
、
最
近
の
経
済

状
況
を
ふ
ま
え
て
廃
止
さ
れ
ま
す
。
平
成
18
年

の
住
民
税
は
税
額
の
７
・
5
％
相
当
額
（
２
万

円
を
限
度
）
が
減
額
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平

成
19
年
度
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
人

▼
所
得
税
＝
今
年
の
１
月
分
か
ら
変
更

▼
住
民
税
＝
今
年
の
６
月
分
か
ら
変
更

▼
住
民
税

19
年
度
６
月
分
か
ら
３
段
階
の
税
率
を
一

律
10
％
に
（
県
民
税
４
％
・
町
民
税
６
％
）

▼
所
得
税

平
成
19
年
度
１
月
分
か
ら
４
段
階
の
税
率

を
６
段
階
に
細
分
化

（
昭
和
15
年
１
月
２
日
以
前
生
ま
れ
）
で
、
前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
人

は
、
平
成
17
年
度
ま
で
住
民
税
が
非
課
税
で
し

た
が
、
平
成
18
年
度
か
ら
こ
の
措
置
が
廃
止
さ

れ
ま
し
た
。

　

そ
の
経
過
措
置
と
し
て
、
非
課
税
措
置
の
対

象
者
で
あ
っ
た
人
に
対
し
平
成
18
年
度
は
税
額

の
３
分
の
２
を
減
額
、
平
成
19
年
度
は
税
額
の

３
分
の
１
を
減
額
、
平
成
20
年
度
以
降
は
減
額

が
な
く
な
り
、
全
額
負
担
と
な
り
ま
す
。

※
こ
れ
ら
の
減
額
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

本
来
の
税
額
と
な
り
ま
す
。

平
成
18
年
ま
で
に
入
居
の
か
た
は

平
成
19
年
・
平
成
20
年
に
入
居
の
か
た
は

定
率
減
税
の
廃
止

平
成
19
年
度
ま
で
経
過
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す

老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止

国
か
ら
地
方
へ
〜「
税
源
移
譲
」

問 福智町役場税務課賦課係  ☎ 22-7762


